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令和６年４月発行
編集発行／高槻市市民生活環境部人権・男女共同参画課
〒569-0067　大阪府高槻市桃園町2番1号　TEL 072-674-7575　FAX 072-674-7577
ホームページ　https://www.city.takatsuki.osaka.jp/

男女共同参画センター利用案内

〒569-0804　大阪府高槻市紺屋町1番2号
　　　　　　　　　クロスパル高槻4階
　　　　　　　　　　TEL　072（685）3725　　FAX　072（686）2455

■開館時間　午前９時～午後５時15分
■休　館　日　クロスパル高槻の休館日、 
　　　　　　　年末年始（12月29日～１月３日）
　　　　　　　 （令和６年度は、5月12日、7月14日、9月８日
　　　　　　　　11月10日、1月11日～13日、3月９日が休館）
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《交通》
JR高槻駅より東へ徒歩約1分
阪急高槻市駅より北西へ徒歩約10分
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　昭和のヒーローものアニメでは、主人公は男性で、女性は子どもと同様に半人前扱い、補助やケアの役割を割り当
てられていました。また、戦隊もののメンバーに入っていても、いわゆる「紅一点」、あるいは主人公の恋愛対象の
「ヒロイン」でした。
　しかし、2004年に女の子が変身ヒーローになって悪者と戦うアニメ「プリキュア」がスタート。このアニメでは、
女性が主人公として主体的に課題解決を担い、女性が一個の人格として尊重されています。
　マンガやアニメは、ときに人の価値観や意識形成に大きな影響を与える場合があります。アニメの中のジェンダー
にとらわれない様々な生き方は、現実をよりよい方向へ変えていく大きな力にもなりえるとのお話が印象的でした。

　性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目的として、市と
男女共同参画センターの有志の手によって開催する「男女共同参画フォーラム」。令和5年度は、作家の佐倉智美さ
んをお迎えし、昨今のアニメの比較からジェンダー（社会的・文化的に形成された性差）を分析するなど、ユーモア
を織り交ぜながら、わかりやすくお話いただきました。

◆男女の役割や人間関係の描写が変遷しているというお話で、全然知らなかったので新鮮に聞かせていただきました。質
　疑応答の内容も充実していて、興味深かったです。
◆アニメの世界にこれまで縁がなかったけれど、見てみようかと思うきっかけになった。アニメがもつムーブメントに気
　づかされた。孫世代と一度話してみようかと思った。教えてもらおうかな？

令和５年度高槻市男女共同参画フォーラムを開催しました

参加無料
保育あり

～今後の講座予定～ ※講座内容等、予告なく変更となる場合があります。

開催日時　２月１７日（土）13:30～1５:３0
会　　場　クロスパル高槻8階イベントホール
講　　師　佐倉　智美　さん（作家）

４月は「若年層の性暴力被害予防月間」です。

相談しやすい社会を、みんなで作ろう。年齢・性別を問わず相談できます。

はやくワンストップ
＃8891

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター

ハ　ー　ト　さ　ん
＃8103

性犯罪被害相談電話（警察）

キュア　タイム

性暴力に関する
SNS相談「Cure time」

アニメの中のジェンダーを読み解く　～現実、もっと追いつけ～

参加者からの声

100名ほどの市民の皆さんが参加 講師の佐倉智美さん

令和６年（2024年）

センター登録団体パネル展を同時開催
　男女共同参画フォーラムの開催に合わせて、イベント
ホールロビー（令和６年２月18日～２月29日は男女共
同参画センター）において、センターの登録団体がそれ
ぞれの活動内容を紹介するパネル展を開催しました。
　様々な分野で精力的に取り組む各団体の活動内容が
紹介されました。

　女性が活躍する場は、職場、家庭、地域など、多岐にわたります。
　男女共同参画の視点を学びながら、自分が持っている能力に気づき、発揮（エンパワーメント）して、
やりたいことに取り組む自信をつけます。男女共同参画の基礎的な知識や書く力を身に付ける講座など、
５回連続講座で充実した内容をお届けします。
　この講座を通じて、自分らしく活躍する力を磨きましょう。

と　き　５月18日、25日、６月１日、８日、15日の(土)午前10時～正午
場　所　クロスパル高槻４階　402号室　

● 私の力を磨くエンパワーメント講座

　起業したいけど、何をやったらいいのかわからない、起業するのに重要なことってどんなこと？・・・
　そんなあなたの悩みに応えられるよう、３回連続講座で、起業に関する「考え方」・「お金」・「情報
発信」の話など、あなたのやってみたい！を応援します。

　性犯罪・性暴力は重大な人権侵害であり、決して許されません。入学・就職等に伴い、若年層の生活環境
が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である４月を「若年層の性暴力被害予防月間」としていま
す。相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、そ
れは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。

と　き　７月５日、12日、19日の(金)午前10時～正午
場　所　クロスパル高槻４階　401号室　

● 女性向け起業講座

「女性の理系進路応援講座」「女性の再就職応援講座」「男性向け家事講座」など企画中
　※申込は、簡易電子申込、電話か直接男女共同参画センターへ


